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市
制
施
行
に
伴
っ
て
住
所
表
示

が
変
更
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
皆

さ
ん
が
お
持
ち
の
各
種
許
可
証
な

ど
に
、
変
更
手
続
き
が
必
要
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。
主
な
変
更
手
続

き
に
つ
い
て
、
今
月
号
と
来
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
市
制
施
行
に
伴
う
住
民
の
皆

さ
ん
の
各
種
変
更
手
続
き

　

１
月
１
日
の
市
制
施
行
に
よ
り
、

住
所
表
示
が
「
千
葉
県
大
網
白
里

市
」
に
変
更
と
な
り
ま
す
が
、
戸

籍
、
住
民
票
、
町
発
行
の
各
種
受

給
者
証
な
ど
は
、
変
更
手
続
き
の

詳
細
は
、
各
関
係
機
関
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
手
続
き
を
案
内
す
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
作
成
し
ま
す

　

町
で
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
手
続

き
の
案
内
や
、
問
い
合
わ
せ
先
な

ど
を
ま
と
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

作
成
し
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
区
長

回
覧
で
配
布
す
る
ほ
か
、
役
場
受

付
、
出
張
所
等
に
も
設
置
す
る
予

定
で
す
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
現
在
作
成
中

で
す
。
配
布
時
期
が
決
定
し
ま
し

た
ら
、
町
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□問
企
画
政
策
課
市
制
準
備
室　

　

☎
（70）
０
３
１
７

　

町
商
工
会
で
は
町
内
の
経
済
活

性
化
策
と
し
て
、
市
制
施
行
を
記

念
す
る
「
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」

を
10
月
25
日
㈭
よ
り
販
売
し
ま
す
。

５
千
５
百
円
分
の
商
品
券
を
５
千

円
で
販
売
し
ま
す
の
で
、
５
百
円

も
お
得
で
す
。　

※

１
人
20
セ
ッ

ト
（
10
万
円
）
ま
で
の
販
売
で
す

詳
細
は
、
広
報
10
月
号
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

▼
販
売
場
所
＝
町
内
３
カ
所
・
商

工
会
館
ほ
か

▼
商
品
券
利
用
期
間
＝
10
月
25
日

㈭
〜
平
成
25
年
３
月
15
日
㈮

□問
町
商
工
会　

☎
（72）
０
２
３
９

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

運
転
免
許
証
や
自
動
車
検
査
証
な

ど
は
、
次
の
免
許
更
新
の
と
き
や
車

検
の
と
き
ま
で
使
用
可
能
で
す
が
、

住
所
表
示
の
変
更
を
希
望
す
る
場
合

は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

変
更
手
続
き
が
必
要
な
も
の
の

広 報

市
制
施
行
記
念
に

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
を
販
売

市制施行
第16回

平
成
25
年
１
月
１
日 

大
網
白
里
市
誕
生
に
向
け
て

　
町
で
は
、
平
成
25
年
１
月
１
日
の
市
制
施
行
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
回
は
、市
制
施
行
に
伴
う
住
所
表
示
の
変
更
手
続
き
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〜 

市
制
施
行
に
よ
る
住
所
表
示
変
更

　
　
　
　
　
　
手
続
き
に
つ
い
て
① 

〜

項　　目 手続きについて 問い合わせ先

医療法人の定款また
は寄付行為の変更認
定申請

資金管理団体の異動届
政治団体の異動届

預金通帳等

クレジットカード等

健康保険証（町の国民
健康保険以外）
有価証券、生命・損害
保険等

変更許可申請が必要です。

規約の変更および政治資金規正法に基づく
異動届が必要となります。

当座預金や融資などについて手続きが必要
になる場合がありますので、金融機関に問
い合わせください。
会社によって対応が異なるため、各カード
会社に問い合わせください。
加入されている健康保険組合等に問い合わ
せください。
各証券会社、保険会社へ問い合わせくださ
い。

山武健康福祉センター（山武保健所）
☎（54）０６１１
県庁医療整備課
☎０４３（２２３）３８７８
千葉県選挙管理委員会
☎０４３（２２３）２１４２

各金融機関

各カード会社

各健康保険組合

各証券会社、保険会社

手続きの必要な主なもの、個別に確認が必要なもの

７月臨時町議会の報告町内通学路の点検を実施

　７月24日に臨時町議会が開催され、３議案が原案ど
おり可決されました。

＜可決議案＞

第１号
　平成24年度大網白里町一般会計補正予算
第２号
契約の締結について
（都市計画道路３・４・９号線道路改良工事）
第３号
契約の締結について
（町道１－０１３９号線道路改良工事）

　町教育委員会では、通学路の安全をより
一層確保するために、各学校から要望の
あった、通学路の点検要望個所（43カ所）
の点検を行いました。
　点検は、東金警察署や道路管理者など
関係機関の立ち合いで行い、今後の対応
や安全指導の仕方などについて話し合い
ました。
　今後、点検結果を踏まえながら通学路の
改善が図られるよう努めていきます。
□問教育委員会管理課学校教育班
　☎（70）０３７２

自動車運転免許証

自動車検査証（車検
証）等
「千葉」のナンバープ
レート

原動機付自転車等「大
網白里町」のナンバー
プレート

土地･建物登記簿

戸籍・住民票
住民基本台帳カード

印鑑登録カード

年金受給者の住所変
更届
国民年金手帳（年金の
給付を受けていない
方）
国民健康保険被保険
者証
後期高齢者医療被保
険者証
介護保険被保険者証

旅券（パスポート）

次回免許更新時までそのまま使用できます
が、住所表示の変更を希望する場合は、警察
署で変更することができます。

手続きの必要はありません。
車検等の際に併せて住所変更を行うことがで
きますが、住所表示の変更を希望する場合
は、変更することができます。

引き続き「大網白里町」のナンバープレートを使
用できますが、「大網白里市」のナンバープレー
トに交換することもできます。ただし、同じ番号
への変更はできません。
表題部については法務局で修正を行います。
なお、権利部の所有者住所は修正しませんが、
所有権移転手続き等を行う際に併せて手続き
を行うことができます。
手続きの必要はありません。
手続きの必要はありませんが、顔写真付きの
住基カードをお持ちの方はカード裏面に変更
後の住所を記載します。
市制施行後もそのまま使用できます。カードの
再発行はしません。
手続きの必要はありません。

手続きの必要はありません。

手続きの必要はありません。
現在使用されている被保険者証の有効期限
までそのまま使用できます。

第１号被保険者全員に新しい被保険者証を郵
送します。
手続きの必要はありません。

千葉運転免許センター
☎０４３（２７４）２０００
東金警察署
☎（54）０１１０
・普通自動車、125cc超の二輪自
動車は
関東運輸支局千葉運輸支局
☎０５０（５５４０）２０２２

・軽自動車は
軽自動車検査協会千葉事務所
☎０４３（２４５）０１６３

役場税務課住民税班
☎（70）０３２１

千葉地方法務局東金出張所
☎（52）２４０２
または、対象となる不動産の所在
地を管轄する法務局
役場住民課戸籍住民班
☎（70）０３４０

日本年金機構千葉年金事務所
☎043（242）6320
役場住民課国保年金班
☎（70）0334

役場健康介護課介護保険班
☎（70）0309
千葉県中央旅券事務所
☎０４３（２３８）５７１１

項　　目 手続きについて 問い合わせ先
手続きの不要な主なもの

※福祉健康分野は来月号でお知らせします


